（別紙３）
質問が多い項目について

１　保険金の扱いについて
【質問】災害復旧費補助金は、保険金収入がある場合の補助対象経費の考え方は？
【回答】災害復旧費補助金において、保険金収入がある場合は、次の①か②のいずれか低い方の額が国庫補助基本額になります。
①　総事業費－（保険料収入―査定額×自己負担率）
②　査定額

（例１）査定額 ３億円　補助率 １／２  事業費６億円（うち3億円国庫補助対象外）

ケース①（保険に未加入の場合）
医療施設
国庫補助額：３億円 × １／２　→　１億５０００万円
申請者負担：６億円 －１億５０００万円 ＝ ４億５０００万円

ケース②（保険金１億円　の場合）
医療施設
国庫補助額：６億円 －（１億円－３億円×１／２）　→　６億円
　　　　　　　　　　　　※－5,000万円のため０で計算します。
①６億円 ＞ ②３億円
３億円 × １／２ ＝ １億５０００万円
申請者負担：６億円 － １億５０００万円 ＝ ４億５０００万円
（うち１億円保険金）

ケース③ （保険金２億円　の場合）
医療施設
国庫補助額：６億円 －（２億円－３億円×１／２）→　５億５０００万円
①５億５０００万円 ＞ ②３億円
３億円 × １／２ ＝ １億５０００万円
申請者負担：６億円 － １億５０００万円 ＝ ４億５０００万円
（うち２億円保険金）

ケース④ （保険金５億円　の場合）
医療施設
国庫補助額：６億円 －（５億円－３億円×１／２）→　２億５０００万円
①２億５０００万円 ＜ ②３億円
２億５０００万円 × １／２ ＝ １億２５００万円
申請者負担：６億 － １億２５００万円 ＝ ４億７５００万円
（全額保険金で賄え、２５００万円の保険金収入を得る。）


（例２）査定額 ３億円　保険金 ３億円　補助率 １／２　事業費 ３億円
（事業費と査定額が同額で保険金が自己負担分以上支払われる場合）

医療施設
国庫補助額：３億円 －（３億円－３億円×１／２）→　１億５０００万円
①１億５０００万円 ＜ ②３億円
１億５０００万円 ×１／２ ＝ ７５００万円
申請者負担：３億円 － ７５００万円 ＝ ２億２５００万円
（全額保険金で賄え、７５００万円の保険金収入を得る。）

２　熊本県の激甚災害指定について
　【質問】熊本県は、激甚災害に指定されるか？
　【回答】現時点では未定ですが、内閣府ホームページに指定見込みである旨掲載されて
いるので、医療機器等についても資料を御提出ください。

３　医療機器の補助対象について
　【質問】リース物品が被災したため、新規で購入をする場合補助対象となるのか？
　【回答】医療機関の所有する医療機器であることが必要ですので、被災時にリース物品である場合は、補助対象外になります。

４　駐車場について
　【質問】駐車場は、補助対象になるのか？
　【回答】駐車場は、補助対象外になります。

５　電子カルテについて
　【質問】電子カルテは、医療機器として申請するのか？
　【回答】電子カルテは、建物と一体として復旧を行う必要のある医療用設備として整理しているため、建物施設の復旧費に区分して申請してください。
